
142,000千円で温水プールに係る給排水衛生設備工事一式と
なっておりますが、給排水衛生設備を含む機械設備一式と
読み替える事が可能ですか。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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「温水プールに係る給排水衛生設備工事一式」から「温水プールに係る」
という文字は抹消できません。

特定ＪＶの代表者の要件の内（ウ）施工実績請負金額が

No

「温水プールに係る給排水衛生設備を主とする機械設備工事一式」を元
請として施工した実績が確認できれば、要件を満たしているものとします。

質疑・回答書

告示番号 第３０８号 件　　　　名 豊中市立二ノ切温水プール改築給排水衛生設備工事

特定ＪＶの代表者の要件の内（ウ）施工実績請負金額が

質疑事項

142,000千円で温水プールに係る給排水衛生設備工事一式と
なっておりますが、温水プールに係るという文字を抹消出来ない
でしょうか。


